
平成 28 年度大気環境中のアスベスト濃度調査結果 

県では、大気環境中のアスベスト濃度の実態を把握するため、平成 28 年 9~10 月と平成

29 年 2~3 月に県内 2 地点で調査を行いました。 
その結果は下表のとおりであり、いずれも大気汚染防止法が定める敷地境界の基準（10 本

／L）（注 1）を十分下回っていました。 

調査地点 調査期間 

総繊維数濃度 

（本/L） 
マニュアル第 4.0 版 

（注 2） 

アスベスト繊維数濃度

（本/L） 
マニュアル第 3 版 

 （注 3） 

唐津大気環境測定局 

（唐津市） 

平成 28 年 9 月 26 日～27 日 

平成 28 年 10 月 1 日 

0.38 

(0.32~0.53) 

0.053 

（ND~0.053） 

平成 29 年 2 月 27 日～3 月 1 日
0.16 

(0.055~0.55) 

0.054 

(ND~0.055) 

大坪大気環境測定局 

（伊万里市） 

平成 28 年 9 月 26 日～27 日 

平成 28 年 10 月 1 日 

0.52 

(0.45~0.57) 

0.056 

(ND~0.057) 

平成 29 年 2 月 27 日～3 月 1 日
0.40 

(0.33~0.50) 

0.055 

(ND~0.056) 

（注 1） 現在、大気中アスベスト濃度の環境基準が定められていないため、アスベスト取扱い

施設の敷地境界に適用される基準と比較しています。 
 
（注 2）環境省アスベストモニタリングマニュアル 4.0 版に準じて算出した総繊維数濃度です。

採取空気 1 リットルあたりに含まれる、位相差顕微鏡で観察された全ての繊維状物質の濃度

となっています。マニュアルでは、総繊維数濃度が 1本/Lを超えると、電子顕微鏡でアスベス

ト繊維数濃度を詳しく調べることになっています。（空気中には、植物由来等、様々な種類の

繊維状物質が浮遊しています。） 
マニュアルに基づき、調査期間中の総繊維数濃度の幾何平均を算出しています。ND（検出

下限値以下）の場合は、検出下限値を用いて幾何平均を算出しています。 
()内は、期間中の濃度の範囲です。 
 
（注3）環境省アスベストモニタリングマニュアル3版に準じて算出したアスベスト繊維数濃度で

す。位相差顕微鏡で観察された総繊維数濃度から、生物顕微鏡で観察された繊維状物質

（主に植物由来の繊維状物質）の濃度を引いて、採取空気 1 リットルあたりに含まれるアスベ

スト繊維の濃度を算出しています。 



マニュアルに基づき、調査期間中のアスベスト繊維数濃度の幾何平均を算出しています。

ND（検出下限値以下）の場合は、検出下限値を用いて幾何平均を算出しています。 
()内は、期間中の濃度の範囲です。 
昨年度まで、環境省アスベストモニタリングマニュアル 3 版に準じて算出していたため、本年

度も昨年度との比較のために記載しています。 
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